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R７.12～Ｒ８.１月生まれの
赤ちゃん（ご家族）をご紹介

｢こんにちは赤ちゃん訪問｣は、お祝いをするとともに、子育ての不安や悩みをお聞きし、必要
に応じて適切なサービスにつなぐなど、お子様の成⾧を地域で見守るきっかけづくりを目的とし、
地域の身近な相談役である民生委員・児童委員さんが、赤ちゃんの生まれたお宅を訪問しています。

お困りごとなどありましたら、お気軽に地域の民生委員へご相談ください。
写真掲載へのご協力ありがとうございました。

ご家族の中で失業により家計のやりくりが大変な世帯
を対象に、２月１７日(火)に計１５世帯へ食料品セット
を提供いたしました。コープ東北・いわて生協との協定
に基づいた食料品等の提供の他に、地域の事業所様から
缶詰、味噌の寄付をご提供いただきました。ご協力あり
がとうございました!!

タイム缶詰様
から「缶詰」

小島麹店様
から「味噌」

コープ東北
いわて生協

あたたかいご支援ありがとうございます
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令和７年度の補償期間（保険期間）は、令和８年３
月３１日までです。新年度（令和８年４月１日から）
の補償については２月から受付開始しております。社
会福祉協議会にて手続きをお願いいたします。
ボランティアグループのうち、どこか１ヵ所で加入

手続きをすることで、社会福祉協議会に登録のある他
のグループにおける活動についても補償されます。
詳しい内容は、社会福祉協議会ホームページまたは

「ふくしの保険」ホームページに掲載されているボラ
ンティア活動保険のパンフレットをご覧ください。

令和８年度分
受 付 中 !

【 保険料（１名あたり）】
基本プラン ３５０円
天災・地震補償プラン ５００円

（高田社協HP
QRコード ）

ボランティア活動保険

※地域福祉活動やボランティア活動のさまざまな行事
におけるボランティア行事用保険は、随時受付いた
します。

加入手続きをお忘れなく!
ボランティア活動保険は、ボランティア活動中
のさまざまな事故による「ケガ」や「損害賠償責任」
を補償する保険です。

あたたかいご支援
ありがとうございます

※松田町社協様では、毎年復興への想いを継続的に寄せる
取組みをおこなっています。

（令和８年１～２月受付分）

❖ 愛知県知多郡
水 野 泰 徳 様 みかん

制
服
バ
ン
ク
の
し
く
み

制服が必要なくなったご家庭
【中学校】を卒業して制服を着なくなった。
成⾧でサイズが合わなくなった。

相談 提供

寄付

お困りごとを抱えている世帯
生活困窮者世帯、母子・父子世帯、
生活保護受給者世帯、その他家庭の都
合により制服の購入が困難な世帯

お子さんの進学や成⾧による買い替えで、着なく
なった制服をお預かりし、新たに制服を必要とする
お子さんへ引き継いでいく活動です。くらし応援窓
口では、子育て世代の経済的負担軽減と地域の資源
循環を目指し、子どもたちの物を大切にする気持ち
や、次の世代に引き継いでいく温かなつながりを感
じる機会になってほしいと考えています。

くらし応援窓口

りくぜんたかた制服バンク

本会が行う地域福祉事業などのために大切に
活用させていただきます。
心より感謝申し上げます。

❖ ⾧野県⾧野市
久保田 洋 一 様 河津桜

募金受渡しの様子
児童のみなさん

ご家庭の皆さま
あたたかいご支援
ありがとうござい
ました。

陸前高田市立矢作小学校 児童会 様より共同募
金への取り組み協力をいただきました。
お手伝い募金や、ご家庭からの協力をいただい

たりと、児童のみなさんそれぞれ工夫して取り組
んでくださったようです。
「困った人たちのために役立ててほしい」との
メッセージと共にお預かりした尊い募金は、地域
の福祉のために役立てられます。

今年度も多くの制服のご寄付をいただきました。
必要とされるご家庭へ大切に活用させていただいて
おります。ありがとうございました。

❖ 昭和55年横田中学校 卒業生一同 様
10,000円

❖ 神奈川県足柄上郡松田町
松田町社会福祉協議会 様 300,000円

❖ 福井県あわら市
平 田 豪 様 水仙



権利擁護に
関わる相談

成年後見制度
の利用支援

成年後見人等
の相談・支援

成年後見制度
の普及・啓発

ご連絡・お問い合わせ先

受付 月～金曜日（※土日祝日休み）8：30～17：15 TEL 0192-54-5150/5151
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1 概要

【 相談件数 】
令和４年度 ４２件
令和５年度 ５４件
令和６年度 ９３件
令和７年度 １０７件

右肩上がりで伸びてます

※家庭裁判所の判断により、鑑定が必要な場合は上記に加え、5～10万円かかります。

利用にかかる費用など4

2 相談内容

主に認知症や精神障害、
知的障害などの判断能力が
不十分な方が安心して暮ら
せるように無料で相談に乗
っています。

金 額内 容
約7,540～9,140円（印紙・切手代）裁判所に納める費用

約5,000～10,000円診断書
約2,000～4,000円戸籍謄本など証明書類

後見人に対する報酬は家庭裁判所が決めます。経済的理由により支払いが困難な場合は費用の全部
または一部を助成する事業があります。報酬を理由に迷っているときも、お気軽にご相談下さい。

①相談・お問い合せ

②状況の確認・訪問

③後見制度利用の検討

④成年後見制度利用検討専門家会議にて検討（気仙地区成年後見センター）

⑤家庭裁判所への申立準備

⑥家庭裁判所による審議

⑦後見開始・支援のスタート

成年後見人への報酬5


